
（第17567号）東 京 都 公 報令和4年4月28日（木曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
建
築
士
法
に
よ
る
二
級
建
築
士
免
許
の
取
消
し
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
建
築
部
建
築
企
画
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…（
住
宅
政
策
本
部
都
営
住
宅
経
営
部
経
営
企
画
課
）…
�

○
都
営
住
宅
の
使
用
料
の
変
更
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
改
良
住
宅
及
び
都
営
再
開
発
住
宅
の
使
用
料
の
変
更

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
廃
止
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
都
営
住
宅
の
駐
車
場
の
区
画
数
変
更
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
…
…
…（
環
境
局
環
境
改
善
部
化
学
物
質
対
策
課
）…
�

○
土
壌
汚
染
対
策
法
の
規
定
に
基
づ
く
汚
染
さ
れ
て
い
る
区

域
の
指
定
の
一
部
解
除
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

○
国
民
健
康
保
険
組
合
規
約
の
一
部
変
更
認
可
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…（
福
祉
保
健
局
保
健
政
策
部
国
民
健
康
保
険
課
）…
�

○
都
道
の
区
域
変
更
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
路
政
課
）…
�

○
都
道
の
供
用
開
始
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
��

○
道
路
法
に
よ
る
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
の
指
定
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…（
建
設
局
道
路
管
理
部
監
察
指
導
課
）…
��

規

則
（
公
）

○
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
…
…
��

告

示
（
水
）

○
昭
和
六
十
一
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
六
号
（
東
京
都
水

道
局
支
所
及
び
東
京
都
水
道
局
営
業
所
の
設
置
）
の
一
部

改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
��

公

告

○
軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
証
の
無
効
処
分
…
…
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
主
税
局
課
税
部
課
税
指
導
課
）…
��

○
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
届
出
…
…

…
…
…（
生
活
文
化
ス
ポ
ー
ツ
局
都
民
生
活
部
管
理
法
人
課
）…
��

○
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
水
道
局
）…
��

○
令
和
四
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
の
実
施
…
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
東
京
消
防
庁
）…
��

○
消
防
法
に
基
づ
く
命
令
（
二
件
）
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�	

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
八
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消

し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
四
年
四
月
六
日

二

免
許
を
取
り
消
し
た
者

氏
名

中
村

秋
義

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
三
二
三
〇
四
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

法
第
九
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当
す
る
た
め

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
九
号

次
の
一
般
都
営
住
宅
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例

（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

構
造
及
び
規
模

戸

数

入
新
井
ア
パ
ー
ト

（
１
、
２
号
棟
）

大
田
区
大
森
北
二
丁
目
十
二
番

中
層
耐
火

二
九
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四
八
戸

笹
塚
二
丁
目
ア
パ
ー
ト

渋
谷
区
笹
塚
二
丁
目
三
十
八
番

同
右

三
六
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸



令和4年4月28日（木曜日）東 京 都 公 報（第17567号） ２
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
一
般
都
営
住
宅
の
使
用
料
を
次
の

よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
五
月
一
日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
同
条

第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

（
１１
、
１３
号
棟
）

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－

２０
、
Ｎ－

２１
、
Ｎ－

２２
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
十
三
番
ほ
か

同
右

五
三
・
〇
平
方
メ
ー
ト
ル

九
六
戸

桐
ケ
丘
ア
パ
ー
ト

（
Ｎ－
２３
号
棟
）

北
区
桐
ケ
丘
二
丁
目
十
三
番

同
右

三
四
・
二
平
方
メ
ー
ト
ル

四
戸

同
右

同
右

同
右

三
四
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

二
戸

同
右

同
右

同
右

五
一
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル

六
戸

鹿
浜
五
丁
目
ア
パ
ー
ト

（
２
、
７
、
８
号
棟
）

足
立
区
鹿
浜
五
丁
目
二
十
四
番

同
右

三
五
・
七
平
方
メ
ー
ト
ル

一
二
〇
戸

府
中
南
町
ア
パ
ー
ト

（
９
号
棟
）

府
中
市
住
吉
町
二
丁
目
三
十
番
地

同
右

三
三
・
四
平
方
メ
ー
ト
ル

三
二
戸



（第17567号）東 京 都 公 報令和4年4月28日（木曜日）３



令和4年4月28日（木曜日）東 京 都 公 報（第17567号） ４



（第17567号）東 京 都 公 報令和4年4月28日（木曜日）５



令和4年4月28日（木曜日）東 京 都 公 報（第17567号） ６
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
一
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

三
条
第
二
項
及
び
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都

営
改
良
住
宅
の
使
用
料
を
、
第
三
条
第
二
項
及
び
第
七
十
一
条
に
お

い
て
準
用
す
る
第
五
十
六
条
第
一
項
第
三
号
の
規
定
に
基
づ
き
都
営

再
開
発
住
宅
の
使
用
料
を
次
の
よ
う
に
変
更
し
、
令
和
四
年
五
月
一

日
か
ら
実
施
す
る
の
で
、
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す

る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
二
号

次
の
駐
車
場
を
廃
止
し
た
の
で
、
東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九

年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第
九
十
三
条
の
規
定
に
お
い
て
準
用

す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

台
東
小
島
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

台
東
区
小
島
一
丁
目
五

番

二
七
区
画

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
三
号

東
京
都
営
住
宅
条
例
（
平
成
九
年
東
京
都
条
例
第
七
十
七
号
）
第

九
十
三
条
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

駐
車
場
の
区
画
数
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
の
で
、
第
九
十
三
条
に

お
い
て
準
用
す
る
第
三
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

名

称

位

置

区
画
数

辰
巳
一
丁
目
ア
パ
ー
ト
駐

車
場

江
東
区
辰
巳
一
丁
目
三

番

四
〇
区
画

谷
在
家
ア
パ
ー
ト
駐
車
場

足
立
区
谷
在
家
三
丁
目

二
十
二
番

七
七
区
画

日
野
新
井
ア
パ
ー
ト
駐
車

場

日
野
市
新
井
三
丁
目
一

番
地
の
三

七
五
区
画

国
立
北
三
丁
目
ア
パ
ー
ト

駐
車
場

国
立
市
北
三
丁
目
二
十

五
番
一

四
八
区
画



（第17567号）東 京 都 公 報令和4年4月28日（木曜日）７
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
四
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お

り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届
出
を
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
区
域
（
以
下
「
形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
」
と
い

う
。
）
を
指
定
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法

第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域

別
図
の
と
お
り
（
江
東
区
木
場
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
。
以
下
「
規
則
」
と
い
う
。
）
第
三
十
一
条
第
一
項
の
基
準

に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類

ふ
っ
素
及
び
そ
の

化
合
物

三

規
則
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有

害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物



令和4年4月28日（木曜日）東 京 都 公 報（第17567号） ８
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
五
号

土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条

第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和
四
年
東
京
都
告
示
第
四
十
一
号
に
よ

り
指
定
し
た
区
域
の
一
部
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
条
第
三
項

に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

指
定
を
解
除
す
る
区
域

別
図
の
と
お
り
（
豊
島
区
南
池
袋
二

丁
目
地
内
）

二

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十

九
号
）
第
三
十
一
条
第
二
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
か
っ
た
特

定
有
害
物
質
の
種
類

鉛
及
び
そ
の
化
合
物

三

講
じ
ら
れ
た
汚
染
の
除
去
等
の
措
置

土
壌
汚
染
の
除
去



（第17567号）東 京 都 公 報令和4年4月28日（木曜日）９
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
六
号

国
民
健
康
保
険
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
百
九
十
二
号
）
第
二

十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
京
都
弁
護
士
国
民
健
康
保
険
組

合
規
約
の
一
部
変
更
に
つ
い
て
認
可
し
た
の
で
、
国
民
健
康
保
険
法

施
行
令
（
昭
和
三
十
三
年
政
令
第
三
百
六
十
二
号
）
第
七
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
事
項

組
合
の
地
区
に
係
る
事
項

二

変
更
内
容

組
合
の
地
区
に
静
岡
県
駿
東
郡
清
水
町
を
加
え
る
。

三

規
約
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
三
月
三
十
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
七
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
、
都
道
の
区
域
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

変
更
の
区
間

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
六
番
四
十
地
先
か
ら

同
所
五
番
五
地
先
ま
で

三

変
更
の
概
要

別
図
表
示
の
と
お
り



令和4年4月28日（木曜日）東 京 都 公 報（第17567号） １０



（第17567号）東 京 都 公 報令和4年4月28日（木曜日）１１
◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
八
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
、
次
の
都
道
の
供
用
を
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

供
用
開
始
の
区
間

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
六
番
四
十
地
先

か
ら
同
所
五
番
五
地
先
ま
で

三

供
用
開
始
の
期
日

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

◉
東
京
都
告
示
第
六
百
八
十
九
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
三
十
七
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
、
道
路
の
占
用
を
制
限
す
る
区
域
を
指
定
す
る

こ
と
と
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
次
の
と
お
り
告

示
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
四
月
二
十
八
日
か
ら
起
算
し
て
二

週
間
東
京
都
建
設
局
道
路
管
理
部
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

路
線
名

東
村
山
東
久
留
米

二

占
用
を
制
限
す
る
区
間

東
村
山
市
恩
多
町
三
丁
目
六
番
四
十
地
先
か
ら
同
所
五
番
五
地

先
ま
で

三

制
限
の
対
象
と
す
る
占
用
物
件

新
た
に
地
上
に
設
け
る
電
柱
（
占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日
よ

り
前
に
設
置
さ
れ
た
電
柱
の
更
新
又
は
移
設
に
よ
る
も
の
を
除

く
。
）

た
だ
し
、
電
柱
を
地
上
に
設
け
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
り
、

当
該
道
路
の
敷
地
外
に
直
ち
に
用
地
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
な

い
と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

四

占
用
を
制
限
す
る
理
由

占
用
を
制
限
す
る
こ
と
に
よ
り
、
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お

け
る
被
害
の
拡
大
を
防
止
す
る
た
め

五

占
用
の
制
限
の
開
始
の
期
日

令
和
四
年
四
月
二
十
九
日

規

則
（
公
）

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
公
布

す
る
。令
和
４
年
４
月
２８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
規
則
第
６
号

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則

公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
（
平
成
１３年

３
月
２８日

東
京
都
公

安
委
員
会
規
則
第
５
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
８
条
第
１
項
第
１
号
中
「
３
年
」
を
「
３０年

」
に
改
め
る
。

附
則

１
こ
の
規
則
は
、
令
和
４
年
５
月
１
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い

う
。
）
か
ら
施
行
す
る
。

２
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
公
文
書
の
管
理
に
関
す
る
規
則
第

８
条
第
１
項
第
１
号
の
公
文
書
の
保
存
期
間
は
、
公
安
委
員
会
が

公
文
書
の
適
切
な
管
理
に
資
す
る
と
認
め
る
場
合
に
は
、
公
文
書

の
作
成
日
又
は
取
得
日
が
施
行
日
前
で
あ
る
公
文
書
に
つ
い
て
も
、

適
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

告

示
（
水
）

◉
東
京
都
水
道
局
告
示
第
六
号

昭
和
六
十
一
年
東
京
都
水
道
局
告
示
第
六
号
（
東
京
都
水
道
局
支

所
及
び
東
京
都
水
道
局
営
業
所
の
設
置
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改

正
し
、
令
和
四
年
五
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

表
東
京
都
水
道
局
渋
谷
営
業
所
の
項
中
「
渋
谷
区
笹
塚
一
丁
目
四

十
七
番
一
号
」
を
「
渋
谷
区
千
駄
ケ
谷
四
丁
目
三
番
十
五
号
」
に
改

め
る
。

公

告

軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
証
の
無
効
処
分
に
つ
い
て

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十

四
条
の
二
十
一
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
交
付
し
た
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
地
方
税
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
総
理
府
令
第
二
十
三

号
）
第
十
六
号
の
十
三
様
式
に
よ
る
軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
証
を
、

同
表
下
欄
の
事
故
発
生
日
以
降
無
効
と
し
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

軽
油
引
取
税
に
係
る
免
税
証
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免
税
証

の
種
類

組
番
号

枚
数

被

交

付

者

住

所

氏

名

事
故
発
生

日

百
リ
ッ

ト
ル
券

〇
三
〇
Ｇ

三
七
四
六

七
九
及
び

〇
三
〇
Ｇ

三
七
四
六

八
○

二
枚

渋
谷
区
代

々
木
一
丁

目
四
十
三

番
二
号

藤
ス
ト
ア

ー
株
式
会

社

令
和
四
年

一
月
二
十

五
日

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
届
出

に
つ
い
て

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
四
十
九

条
第
二
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
に
係
る
定
款
の
変
更
の
届
出
が
あ

っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
三
条
第
二
項
及
び
特
定
非
営
利
活
動
促
進

法
施
行
条
例
の
施
行
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
年
東
京
都
規
則
第
二

百
四
十
三
号
）
第
二
十
二
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
公

告
す
る
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

名
称

認
定
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
い
き
い
き
ね
っ
と

二

代
表
者
の
氏
名

榎
本

信
哉

三

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

中
央
区
日
本
橋
茅
場
町
一
丁
目
十
三
番
十
三
号

七
宝
ビ
ル
デ

ィ
ン
グ
五
階

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
四
月
二
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

古

谷

ひ
ろ
み

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

七
〇
七
三

株
式
会
社

ア
ト
ラ
ス

サ
ー
ビ
ス

黒
瀧

宏

神
奈
川
県
横

浜
市
泉
区
領

家
三
丁
目
十

八
番
地
十
一

令
和
三
年

四
月
三
十

日

六
九
四
八

Ｍ
Ｔ
Ｄ

Ｊ
ａ
ｐ
ａ

ｎ
株
式
会

社

ジ
ョ
ン
・
ア

ン
ド
リ
ア
ス

・
ア
ン
ト
ニ

ウ
ス
・
マ
リ

ア
・
バ
ー
ホ

ー
ベ
ン

千
代
田
区
神

田
神
保
町
一

丁
目
五
十
六

番
地
一
神
田

神
保
町
Ｙ
Ｔ

ビ
ル
四
階

令
和
四
年

二
月
二
十

五
日

七
二
三
一

株
式
会
社

程
田
建
設

程
田

博

足
立
区
佐
野

二
丁
目
二
十

番
九
号

同
月
二
十

六
日

七
〇
八
八

フ
カ
ダ
工

業
株
式
会

社

深
田

次
郎

千
葉
県
習
志

野
市
茜
浜
一

丁
目
十
一
番

十
三
号

同
年
三
月

二
十
二
日

五
六
四
七

株
式
会
社

田
治

榊
原

隆
幸

杉
並
区
阿
佐

谷
北
三
丁
目

十
一
番
一
号

吉
田
ビ
ル
一

〇
一

同
月
二
十

四
日

八
一
六
三

雨
倉
設
備

工
業
所

雨
倉

好
雄

羽
村
市
神
明

台
一
丁
目
三

十
二
番
地
六

同
日

一
〇
二
〇

二

松
戸
ビ
ル

ワ
ー
ク
ス

井
川

一
成

千
葉
県
松
戸

市
二
十
世
紀

が
丘
美
野
里

同
日

町
七
十
九
番

地
の
一

令
和
４
年
度
危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
の
実
施
に
つ

い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

）
第
１３条

の
２３に

規
定
す
る

危
険
物
取
扱
者
保
安
講
習
を
次
の
と
お
り
行
う
。

令
和
４
年
４
月
２８日東

京
都
知
事

小
池

百
合
子

１
講
習
区
分
及
び
受
講
対
象
者

⑴
講
習
区
分

ア
第
１
区
分
（
給
油
取
扱
所
）

イ
第
２
区
分
（
製
造
所
及
び
一
般
取
扱
所
）

ウ
第
３
区
分
（
屋
外
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
内
タ
ン
ク
貯
蔵
所

及
び
移
送
取
扱
所
）

エ
第
４
区
分
（
地
下
タ
ン
ク
貯
蔵
所
及
び
移
動
タ
ン
ク
貯
蔵

所
）

オ
第
５
区
分
（
屋
内
貯
蔵
所
、
簡
易
タ
ン
ク
貯
蔵
所
、
屋
外

貯
蔵
所
及
び
販
売
取
扱
所
）

⑵
受
講
対
象
者

危
険
物
取
扱
者
で
製
造
所
等
に
お
い
て
危
険
物
の
取
扱
作
業

に
従
事
し
て
い
る
者
又
は
危
険
物
取
扱
者
で
受
講
を
希
望
す
る

者

２
講
習
の
実
施
日
時
及
び
実
施
場
所

⑴
実
施
日
時

令
和
４
年
６
月
３
日
（
金
曜
日
）
、
同
年
７
月
４
日
（
月
曜

日
）
、
同
年
８
月
１０日

（
水
曜
日
）
、
同
年
９
月
１４日

（
水
曜

日
）
、
同
年
１０月

１７日
（
月
曜
日
）
、
同
年
１２月

７
日
（
水
曜
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日
）
及
び
令
和
５
年
１
月
１８日

（
水
曜
日
）
の
７
日
間

各
日
と
も
午
後
１
時
か
ら
午
後
５
時
ま
で

⑵
実
施
場
所

東
京
消
防
庁
立
川
都
民
防
災
教
育
セ
ン
タ
ー

立
川
市
泉
町
１１５６番

地
の
１

３
受
講
申
請
の
受
付
期
間
、
受
付
時
間
及
び
受
付
場
所

⑴
受
付
期
間

令
和
４
年
５
月
９
日
（
月
曜
日
）
か
ら
各
講
習
日
の
７
日
前

ま
で
（
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条

例
第
１０号

）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。
）

な
お
、
各
講
習
の
受
講
申
請
者
が
定
員
に
達
し
た
場
合
は
、

締
め
切
る
も
の
と
す
る
。

⑵
受
付
時
間

午
前
８
時
３０分

か
ら
午
後
４
時
３０分

ま
で

⑶
受
付
場
所

都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

４
問
合
せ
先

⑴
都
内
（
稲
城
市
及
び
島
し
ょ
地
域
を
除
く
。
）
の
各
消
防
署
、

消
防
分
署
及
び
消
防
出
張
所

⑵
東
京
消
防
庁
予
防
部
防
火
管
理
課
試
験
講
習
係
（
電
話
０３―

３２５５―２９４５）

５
そ
の
他

受
講
申
請
書
は
、
各
受
付
場
所
で
配
布
す
る
。

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
５
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
４
年
４
月
２８日東
京
消
防
庁

渋
谷
消
防
署
長

戸
谷

彰
宏

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地

渋
谷
区
道
玄
坂
一
丁
目
６
番
３
号

２
防
火
対
象
物
の
名
称

山
路
ビ
ル

３
命
令
を
受
け
た
者

株
式
会
社
古
書
サ
ン
エ
ー

代
表
取
締
役

山
路

茂

４
命
令
事
項

令
和
３
年
１２月

２
日
午
後
３
時
３０分

ま
で
に
、
２
の
防
火
対
象
物
の
４
階

廊
下
部
分
に
存
置
さ
れ
て
い
る
段
ボ

ー
ル
箱
２８箱

、
書
籍
１０束

、
か
ご
２

個
、
紙
袋
１
袋
、
植
木
鉢
９
鉢
、
屋

内
階
段
４
階
か
ら
５
階
部
分
に
存
置

さ
れ
て
い
る
書
籍
３０束

、
プ
ラ
ス
チ

ッ
ク
ケ
ー
ス
８
個
、
段
ボ
ー
ル
箱
６

箱
、
５
階
廊
下
部
分
に
存
置
さ
れ
て

い
る
書
籍
８２束

、
台
車
１
台
、
段
ボ

ー
ル
箱
４
箱
、
屋
内
階
段
５
階
か
ら

塔
屋
階
部
分
に
在
置
さ
れ
て
い
る
木

材
１４枚

、
植
木
鉢
２
鉢
、
肥
料
５
袋
、

網
１
枚
、
発
泡
ス
チ
ロ
ー
ル
１３個

、
石
膏
ボ
ー
ド
３８枚

、
ビ
ニ
ー
ル
シ
ー

ト
２
枚
、
本
１０冊

、
照
明
器
具
２
個

及
び
段
ボ
ー
ル
箱
３
箱
を
除
去
す
る

こ
と
。

５
命
令
年
月
日

令
和
３
年
１２月

２
日

消
防
法
に
基
づ
く
命
令
の
公
告
に
つ
い
て

消
防
法
（
昭
和
２３年

法
律
第
１８６号

。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）

第
５
条
の
３
第
１
項
の
規
定
に
よ
り
命
令
を
行
っ
た
の
で
、
同
条
第

５
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
５
条
第
３
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と

お
り
公
告
す
る
。

令
和
４
年
４
月
２８日東

京
消
防
庁

芝
消
防
署
長

喜
多

洋
樹

１
防
火
対
象
物
の
所
在
地

港
区
芝
二
丁
目
３
番
１０号

２
防
火
対
象
物
の
名
称

サ
ト
ー
ビ
ル
（
実
用
佐
藤
ビ
ル
）

３
命
令
を
受
け
た
者

有
限
会
社
実
用
無
線
商
会

代
表
取
締
役

佐
藤

弘
和

４
命
令
事
項

令
和
４
年
１
月
１３日

午
後
５
時
３０分

ま
で
に
、
２
の
防
火
対
象
物
の
屋
内

階
段
４
階
か
ら
屋
上
階
に
存
置
さ
れ

て
い
る
段
ボ
ー
ル
箱
５５箱

、
樹
脂
製

の
コ
ン
テ
ナ
ボ
ッ
ク
ス
７
箱
、
紙
製

の
箱
２９箱

、
木
製
棚
１
個
、
衣
装
ケ

ー
ス
１
個
、
キ
ャ
リ
ー
バ
ッ
グ
６
個
、

ビ
ニ
ー
ル
袋
３０袋

、
傘
３０本

、
樹
脂

製
植
木
鉢
１３個

等
を
除
去
す
る
こ
と
。

５
命
令
年
月
日

令
和
４
年
１
月
１３日
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